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米沢市新庁舎建設事業公募型プロポーザル 質疑回答書（参加表明に関する質疑） 

 

１ 実施要領に関する質問 

№ 該当箇所 質 問 回 答 

1 3ページ 

4（2）イ 

構成員のうち測量・建設コンサルタント業務区分に

登録する場合、参加表明書の提出時までに、本実施要

領 10(5)に記載している設計業務及び監理業務に係る

参加申請を行うことでよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

2 4ページ 

4（3）ア ③ 

設計業務に係る要件として、設計業務を共同企業体

で申請する場合、2社それぞれの建築物における実績を

提出するのでしょうか。 

設計管理技術者を配置する予定の構成員 1者で a、b

両方の要件を満たせる場合は、この構成員 1者分のみ

の実績を 1枚の様式に記入して提出してください。 

なお、参考として、構成員 2者でそれぞれの要件を

満たす必要がある場合は、2枚の様式にそれぞれの実績

を記入して提出してください。 

3 4ページ 

4（3）ア③a 

告示第 15号の別添二による建築物の類型四業務施設

第 2類に該当し延べ面積 5,000㎡以上の建築物で、建

築基準法上、一棟である渡り廊下でつながっている車

庫・倉庫の部分もふくめて 5,000㎡以上あれば要件を

満たしていると考えてよいでしょうか。 

同時期に施工した建築物で車庫や倉庫部分も一体と

なって類似施設の機能を果たしていると認められる場

合は、要件を満たしているものとします。 

4 4ページ 

4（3）ア③a 

再開発事業で A社と B社と C社の共同企業体で業務

分担をしており敷地（1）を A社、敷地（2）を B社が

基本設計・実施設計をおこなった。代表企業は A社で

あるが、B社は単独で 5,000㎡以上の免震建築物の設計

からを確認申請まで行った。これを実績としてよろし

いでしょうか。 

 

 

敷地（2）の建築物の設計業務を単独で行ったことが

証明できる資料があれば実績として認めます。 
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5 4ページ 

4（3）イ 

「イ 監理業務に係る要件」として、設計監理業務の

履行実績が必要となりますが、技術提案の際に配置技

術者の資格要件確認や評価項目の対象にはならないの

でしょうか。 

参加資格として必要なのは、構成員の実績要件であ

り、配置技術者の実績要件は求めていません。 

評価に関しては、技術提案評価基準書の別表１実績

審査の項目においては、監理業務に関する配点はあり

ません。ただし、別表２技術審査の業務実施体制にお

いて優れた技術者を配置する提案は、各審査会委員の

判断により加点の可能性があると考えます。 

6 9ページ 

10（4）ウ 

提出書類の共同企業体協定書は本書提出となります

か、写しでも宜しいでしょうか。 

各構成員分の他に発注者分として 1部作成のうえ、

押印のある原本を提出してください。 

7 9ページ 

10（4）オ 

電子データの保存方式は提出書類一覧に記載のとお

りとなっておりますが、書面がないと思われます。 

保存形式をご指示願います。 

別紙のとおり「電子データによる提出書類一覧」を

追加しましたのでご確認ください。 

8 9ページ 

10（4）オ 

(4)提出書類のところで電子データの保存形式につ

いて「別に定める提出書類一覧に記載のとおりとし」

という記載がありますが、一覧を開示頂けますでしょ

うか。 

№７の回答のとおりです。 

 

 

２ 様式に関する質問 

№ 該当箇所 質 問 回 答 

1 様式リスト 2参加表明関係の備考欄に「様式 4-2を確認できる資

料を添付」という記載がありますが、これは配置予定

技術者について確認が出来る資料も必要でしょうか。 

参加表明書の提出時には配置技術者の配置の誓約の

みとしていますので、配置予定技術者の資格及び実績

を証明する資料は提出不要です。 

なお、この質問に関連して要求水準書に記載した配

置技術者の選定時期を下記「３ 訂正事項（質問№２

－１）」のとおり訂正します。 
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2 様式 4-2 参加資

格確認書（設計業

務） 

基本設計及び実施設計が 1本の契約の場合、「4工期」

に記載する期間は実施設計期間のみを記載すれば宜し

いでしょうか。 

基本設計を含めた業務全体の履行期間でかまいませ

ん。この場合、業務名の後に（基本設計を含む）と記

載してください。 

3 同上 基本設計及び実施設計が 1本の契約の場合、「6工事

概要」に記載する契約金額は、基本設計費を含めた額

を記載して宜しいでしょうか。 

基本設計を含めた業務全体の契約金額でかまいませ

ん。この場合、業務名の後に（基本設計を含む）と記

載してください。 

4 同上 設計業務を共同企業体で申請する場合、設計業務の

開始時点で設計管理技術者及び建築（総合）に係る設

計主任者を配置する企業の業務実績のみを様式 4-2に

記載して提出することでよろしいでしょうか。 

上記「１ 実施要領に関する質問」№2の回答のとお

り、設計管理技術者を配置する予定の構成員 1者で a、

b両方の要件を満たせる場合は、この構成員 1者分のみ

の実績を 1枚の様式に記入して提出してください。 

5 同様式 （監理業

務） 

設計業務及び監理業務が 1本の契約の場合、「6工事

概要」に記載する契約金額は、設計費を含めた額を記

載して宜しいでしょうか。 

設計を含めた業務全体の契約金額でかまいません。

この場合、業務名の後に（設計業務を含む）と記載し

てください。 

6 同様式 （施工業

務） 

業務実績として、同一の建物で a、b両方の要件を満

たす場合でも、a、bそれぞれに別の業務実績を記載し

ても、よろしいでしょうか。 

記載しても構いませんが、この様式は評価には関係

しません。 

7 様式 5 特定建設

工事共同企業体

協定書（案） 

参加表明時に提出する共同企業体協定書は、写しで

も宜しいでしょうか。 

上記「１ 実施要領に関する質問」№6の回答のとお

り、発注者分として押印のある原本を提出してくださ

い。 

8 同様式 第 5条 〇〇建設会社が設計業務と施工業務を担当する場

合、担当業務として、設計業務、施工業務と記載する

ことでよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

9 同様式 第 8条 1 構成員の出資比率は、施工業務に係る出資比率のみ

の記載でよろしいでしょうか。その場合は、〇〇設計

株式会社の記載は、削除してもよろしいでしょうか。 

出資比率は、設計業務、監理業務、施工業務を分け

て記載することに訂正します。そのため、本プロポー

ザル実施要領、技術提案評価基準書、特定建設工事共

同企業体協定書（案）は「４ 訂正事項（質問№２－

９）」のとおり訂正します。 
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３ 訂正事項その１（２ 様式に関する質問№1関連） 

№ 該当箇所 訂正前 訂正後 

1 要求水準書 

28ページ 

b.設計管理技術

者及び各設計主

任技術者 

・契約締結後速やかに、技術提案時に配置を予定した

設計管理技術者及び各設計主任技術者（建築（総合）、

建築（構造）、電気設備、機械設備、積算）を選定

し、発注者に通知しなければならない。 

・受注者は設計業務を開始する前までに、設計管理技

術者及び各設計主任技術者（建築（総合）、建築（構

造）、電気設備、機械設備、積算）を選定し、発注者

に通知しなければならない。なお、技術提案書にお

いて技術者を特定している場合は、その者を選定し

なければならない。 

2 同資料、同ページ 

c.監理業務管理

技術者及び各監

理業務主任技術

者 

・契約締結後速やかに、技術提案時に配置を予定した

監理業務管理技術者及び各監理業務主任技術者（建

築（総合）、建築（構造）、電気設備、機械設備）

を選定し、発注者に通知しなければならない。 

・受注者は監理業務を開始する前までに、監理業務管

理技術者及び各監理業務主任技術者（建築（総合）、

建築（構造）、電気設備、機械設備）を選定し、発注

者に通知しなければならない。なお、技術提案書に

おいて技術者を特定している場合は、その者を選定

しなければならない。 

3 同資料、同ページ 

d.現場代理人 

（追加記載） ・受注者は施工業務を開始する前までに、現場代理人

を選定し、発注者に通知しなければならない。なお、

技術提案書において技術者を特定している場合は、

その者を選定しなければならない。 

4 同資料、29ページ 

e.監理技術者 

（追加記載） ・受注者は施工業務を開始する前までに、監理技術者

を選定し、発注者に通知しなければならない。なお、

技術提案書において技術者を特定している場合は、

その者を選定しなければならない。 

5 同資料、29ページ 

f.施工主任担当

者 

・契約締結後速やかに、技術提案時に配置を予定した

各施工主任担当者（建築、電気設備、機械設備）を

選定し、発注者に通知しなければならない。 

・受注者は施工業務を開始する前までに、各施工主任

担当者（建築、電気設備、機械設備）を選定し、発

注者に通知しなければならない。なお、技術提案書

において技術者を特定している場合は、その者を選

定しなければならない。 
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（訂正事項その１の留意点） 

①配置技術者の選定時期について、実施要領と要求水準書において齟齬があったため訂正するものです。 

②本市としては、参加しやすい要件とするため、実施要領において当該業務の開始時点で当該業務の技術者を配置すればよいこと

としています。ただし、設計施工一括発注方式のメリットを活かせるよう、設計期間中にも施工担当技術者が打合せに参加でき

るような体制を構築できるよう努めてください。 

③実施要領 11ページ 12(1)エに記載のとおり、技術提案書に記載された配置予定技術者の変更は原則として認めませんので注意

してください。 

 

４ 訂正事項その２（２ 様式に関する質問№9関連） 

№ 該当箇所 訂正前 訂正後 

1 実施要領 

3ページ 

4（1）イ⑤ 

・最低出資比率は、市内施工事業者が1者の場合は30％

以上、2者の場合は20％以上とする。ただし、設計事

務所の最低出資比率は設けない。 

・出資比率は、設計、監理、施工の各業務に分けて設

定することとし、施工業務に関する最低出資比率は、

設計事務所を除き、市内施工事業者が 1者の場合は

30％以上、2者の場合は 20％以上とする。 

2 技術提案評価基

準書 

別表 2（1）カ 

①市内施工事業者1者の場合 

合計出資比率が30％以上40％未満は2点、40％以上は

4点 

①市内施工事業者 1者の場合 

施工業務に係る市内施工事業者の合計出資比率が

30％以上 40％未満は 2点、40％以上は 4点 

3 様式５ 

特定建設工事共

同企業体協定書

（案） 

第 8条 

第8条 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。た

だし、本事業について発注者と契約内容の変更があ

っても、構成員の出資割合は変わらないものとする。 

○○建設株式会社    ○○％ 

○○建設株式会社    ○○％ 

○○設計株式会社    ○○％ 

・別紙「特定建設工事共同企業体協定書（案）（H30.4.20

訂正版）」のとおり訂正 

 


